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１  はじめに  

（１）本手引きについて  

本手引きは、令和６年度に「こども DX 推進に向けた医療機関等におけるマイナンバーカード利活用推

進事業」にて補助金交付を受けた者が、消費税の仕入控除税額の報告を行うためのものです。 

（２）消費税や仕入控除税額等について  

消費税や仕入控除税額等に関する詳しい内容については、国税庁の HP（https://www.nta.go.jp/）をご

確認ください。 

消費税や仕入控除税額等、申告や納税について不明点がありましたら、下記 HP に掲載されている相談

窓口（国税局電話相談センター等）へお問い合わせください。 

○「税についての相談窓口」（国税庁） 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shirabekata/9200.htm#a02 

２  消費税の仕組み  

消費税は、商品・製品の販売やサービス提供などの取引に対して広く公平に課税される税で、最終的に

は消費者が負担しますが、納税義務者である事業者が納付します。 生産、流通などの各取引段階で二重三

重に税がかかることのないよう、税が累積しない仕組みが採られています（仕入税額控除制度）。 

  

https://www.nta.go.jp/
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shirabekata/9200.htm#a02
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（１）消費税の負担と納付の流れ  

次のイメージ図のとおり、最終的に消費者が負担した消費税の総額（青枠内の金額）と各事業者が国に

納付した消費税の合計額（赤枠内の合計金額）は一致します。 

○イメージ図 

 

○出典：消費税のあらまし（令和６年６月）（国税庁） 

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/aramashi/01.htm 

（２）仕入控除税額制度  

消費税の仕入税額控除は、仕入控除の対象とならない事業者（免税事業者等）でない限り、課税対象消

費税額（預かり消費税）から期間中に支払った消費税額（支払い消費税）を、確定申告により控除できる

制度です。  

○例：上記イメージ図の「小売業者」が、卸売業者から仕入れて消費者へ販売を行う場合 

 

（３）補助事業完了後の補助金（仕入控除税額）について  

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/aramashi/01.htm
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「補助金」による収入は、消費税法上、非課税売上として計上し、消費税の課税対象外となります。一

方、補助金によって賄われる補助事業に要した経費は仕入税額控除の対象とすることもできます。 

よって、補助金によって賄われる仕入に係る消費税額について仕入税額控除を受けた場合、控除額に含

まれる補助金額について重複して交付された状態となるため、ご返還いただく必要があります。 

 

３  仕入控除税額の報告対象者  

令和６年度「こども DX 推進に向けた医療機関等におけるマイナンバーカード利活用推進事業」の補助

金の交付を受けた全ての事業者※ 

※仕入控除税額がない場合にも都への報告が必要です。 

４  手続き  

（１）提出書類の用意  

以下ア・イの書類をご準備ください。 

ア 仕入控除税額に関する計算シート.xlsx 

書類の記入方法は P15「◎申請フォーム・提出書類記入例・記入上の注意」をご参照ください。 

※様式は以下リンク内最下部「詳細（申請様式）」よりダウンロードしてください。 

https://mng.jgrants-portal.go.jp/subsidy/preview/a0WJ20000087jeOMAQ 

※交付要綱に掲載している「別記第 2 号様式」は、申請フォーム上で同内容をご入力いただくため、ご提

出不要です。 

イ ア及び申請フォームへの記載内容を確認するための添付書類 

 アの記入内容等に応じて資料が異なります。下記「○必要書類について」をご確認ください。 

【注意事項】確定申告書について 

ご提出いただく確定申告書には、収受印が押されている必要があります。電子申告の場合は、受信通知

の写しも合わせてご提出ください。 

○必要書類について 

仕入控除税額に関する計算シート.xlsx の「１ 計算シート」へ記入した情報を基に表示される「３計

算結果」（４）からご確認いただけます。 

・仕入控除税額に関する計算シート.xlsx「３計算結果」（４） 

https://mng.jgrants-portal.go.jp/subsidy/preview/a0WJ20000087jeOMAQ
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（４）の表示内容 

①消費税の申告義務がない（課税売上 1,000 万円以下） 

空欄（原則不要） 

②消費税の申告義務がない（新規設立・開業） 

□ 新規設立・開業時の登記簿謄本や設立（開業）届け出書などの写し 

□ 法人の場合は資本金・出資金が記された資料の写し 

③簡易課税方式により申告している 

□ 消費税及び地方消費税の確定申告書（第３―（３）号様式）の写し 

④インボイス制度における２割特例の適用を受けている 

□ 消費税及び地方消費税の確定申告書（第３―（１）号様式）の写し 

⑤公益法人等であって、特定収入割合が５％を超えている（医療法人社団及び医療法人財団を除く） 

□ 消費税及び地方消費税の確定申告書（第３―（１）号様式）の写し 

□ 特定収入割合の計算表（計算表１～３）の写し 

⑥補助対象経費にかかる消費税を、個別対応方式において、「非課税売上のみに要するもの」として

申告している 

□ 消費税及び地方消費税の確定申告書（第３―（１）号様式）の写し 

□ 課税売上割合・控除対象仕入れ額等の計算表（付表２）の写し 

□ 勘定科目別税区分表など 

⑦①から⑥までに該当がない場合 ※仕入控除税額（返還額）あり 

□ 消費税及び地方消費税の確定申告書（第３―（１）号様式）の写し 

□ 課税売上割合・控除対象仕入れ額等の計算表（付表２）の写し 

（２）仕入控除税額報告申請（電子申請）  

jGrants を利用して申請を受け付けます。申請フォームの記入方法は P15「◎申請フォーム・提出書類

記入例・記入上の注意」をご参照ください。 
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〇申請期限：令和７年９月 30 日（火曜日） 

※確定申告の時期等により提出が期限以降になる場合には、その旨をご連絡のうえ、ご準備ができ次第速

やかにご申請ください。 

○申請フォームへのアクセス方法 

①jGrantsホームページ（https://www.jgrants-portal.go.jp/）上で「マイページ」を選択してください。 

 

  

https://www.jgrants-portal.go.jp/
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②申請履歴から補助金申請をした際の「事業」を選択してください。 

 

③「作成済みの申請」内の「申請番号（RFI から始まるもの）」が、補助金交付申請時の番号と一致する

かご確認ください。 

 

④「提出可能な申請」内の、「こども DX_仕入控除税額_申請フォーム」の「新規申請する」を選択してく

ださい。申請フォーム入力画面へ移動します。 

 

※ 

「詳細な検索条件を開く」を選択いただき以下のとおり

入力いただくと該当の申請履歴をお探しいただきやすく

なります。 

・補助金名=【個別申請】こども DX推進に向けた医療機

関等におけるマイナンバーカード利活用推

進事業補助金 

・手続き名=「こども DX_ユーザーレビュー」または

「こども DX_仕入控除税額_申請フォーム」 
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※補助金申請に係るユーザーレビューへご回答済みの場合には「こども DX_ユーザーレビュー_申請フォー

ム」は表示されません。 

（３）審査  

（２）により申請いただいた書類について、事務局及び都にて審査します。記載事項の誤りや、提出書

類に不足等があった場合には修正依頼等の連絡をさせていただきます。 

〇差戻し発生時の再提出方法 

①jGrants事務局（no-reply@jgrants-portal.go.jp）より申請が差戻しされた旨のメールが送付されます。 

※メール内の URL（赤枠）を選択いただくと、④のページへ遷移します。 

 

②jGrantsホームページ（https://www.jgrants-portal.go.jp/）上で「マイページ」を選択してください。 

※ご修正依頼の詳細が掲載されていますので必ずご一読ください 

mailto:no-reply@jgrants-portal.go.jp
https://www.jgrants-portal.go.jp/
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③申請履歴から対象の「事業」を選択してください。 

 

④③「作成済みの申請」内の「こども DX_仕入控除税額_申請フォーム」の「申請状況」が「差戻し中」に

なっていることをご確認のうえ、「申請」欄を選択してください。 
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⑤「差戻し/棄却コメント」（青枠）の記載をご確認のうえ、修正完了後に「申請する」を選択してくださ

い。 

 

（４）審査の完了  

審査が完了次第、jGrants 上で通知します。 

〇ご確認方法 

①jGrantsホームページ（https://www.jgrants-portal.go.jp/）上で「マイページ」を選択してください。 

※ご修正依頼の詳細が掲載されていますので必ずご一読ください 

https://www.jgrants-portal.go.jp/
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②申請履歴から対象の「事業」を選択してください。 

 

③「作成済みの申請」内の「こども DX_仕入控除税額_申請フォーム」の「申請状況」が「通知済み」とな

っている場合審査が完了しております。 
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（５）（仕入控除税額がある場合）補助金の返還  

返還対象者は、仕入控除税額に関する計算シート.xlsx の「１計算シート」にて⑦に該当した、仕入税額

控除を受けている者となります。（４）の審査が完了次第、返還の通知書及び納入通知書を送付しますの

で、金融機関の窓口等で納付してください。 

５  問合せ先  

東京都マイナンバーカード利活用推進事業事務局 

〇お問合せフォーム： https://pmh-hojokin2025.metro.tokyo.lg.jp/contact.html 

〇電話番号：0120-905-122（土日祝日・年末年始を除く９時から 17 時まで） 

６  その他注意事項  

（１）要綱等の遵守  

事業の実施に当たっては、「こども DX 推進に向けた医療機関等におけるマイナンバーカード利活用推

進事業実施要綱」、「こども DX 推進に向けた医療機関等におけるマイナンバーカード利活用推進事業補

助金交付要綱」の規定を遵守し、事務手続を進めてください。 

（２）その他  

本手引きに記載の無い事項について対応をお願いする場合は、別途御連絡させていただきます。 

 

  

https://pmh-hojokin2025.metro.tokyo.lg.jp/contact.html
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◎申請フォーム・提出書類記入例・記入上の注意  

（１）申請フォーム  

●事業及び申請の基本情報 ※赤枠内以外の項目は自動入力されます（編集不可）。 

 

・保険医療機関等名称・・・保険医療機関等の名称を入力してください。 

・代表者電話番号・・・・・ハイフン無しで代表電話番号を入力してください。 

・代表者役職・・・・・・・申請代表者の役職を記入してください。個人事業主の場合は「代表者」と入力

してください。 

・担当者氏名～担当者電話番号 

・・・本補助金の申請手続を行う御担当者様の情報を入力してください。 

※ご入力いただいた情報を基に、必要に応じて事務局及び都よりご連絡させていただく場合があります。 

※Gビズ ID アカウントに登録してある情報が自動入力されます。必要に応じてご修正ください。 
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●消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書 

 

・交付決定日・・・・・・・・・・・・本補助金の交付決定日が自動入力されます。 

・本補助金の交付決定時の番号・・・・本補助金の交付決定通知書に記載されている番号（数字のみ）を入

力してください。（交付決定通知書の確認方法は P23「◎交付決定

通知書の確認方法」を参照してください。） 

・こども DX推進に向けた医療機関等におけるマイナンバーカード利活用推進事業補助金について、次のと

おり報告する・・・・・・・・・・・赤枠内を選択してください。 

・補助金交付決定額・・・・・・・・・本補助金の交付決定額が自動入力されます。 

 

・仕入控除税額（要返納相当額）・・・・・仕入控除税額に関する計算シート.xlsx「３計算結果」（２）の

金額を入力してください。 

・返還額が０円の場合の理由・・・・・・・仕入控除税額に関する計算シート.xlsx「３計算結果」（３）に

表示されたものを選択してください。 

・計算シート・・・・・・・・・・・・・・作成した「仕入控除税額に関する計算シート.xlsx」を添付して

ください。 
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・記載内容を確認するための添付書類・・・仕入控除税額に関する計算シート.xlsx「３計算結果」（４）に

表示された書類を添付してください。資料が複数ある場合には

zip化して添付してください（パスワードの設定はしないでくだ

さい）。 

（２）仕入控除税額に関する計算シート  

①シート構成  

 

・入力提出方法・・・・・・・・本 Excel 資料の入力及び提出方法の流れを掲載しております。 

・１計算シート・・・・・・・・仕入控除税額の計算シートです。 

・２提出前チェックシート・・・「１計算シート」の入力内容に関するチェックシートです。 

・３計算結果・・・・・・・・・「１計算シート」での計算結果等が表示されます。 

②１計算シート  

●基本情報

 

・代表者所在地・・・・・・・・・・・・・・・・代表者所在地を入力してください。 

・開設者名称（法人名・保健医療機関等名）・・・開設者名称として、法人名と保健医療機関等名を入力し

てください。（個人事業主の場合には保健医療機関名の

み、一括申請の場合には法人名のみ記入してくださ

い。） 

・代表者職・氏名・・・・・・・・・・・・・・・代表者の役職と氏名を入力してください。（個人事業主

の場合の役職は「代表者」と入力してください。） 
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・交付確定額（合計）・・・・・・・・・・・・・本補助金の交付決定通知書に記載された金額を入力して

ください。（交付決定通知書の確認方法は P23「◎交付

決定通知書の確認方法」を参照してください。） 

●【仕入控除税額（返還額）がない場合】 ①～⑥ 

 

・赤枠内・・・該当するものにプルダウンで「○」を選択してください。（選択にあたっては P25「◎確定

申告書の要確認箇所」もご参照ください。） 

・①を選択した場合・・・「ⅰ基準期間（前々年度）における課税売上高」と「ⅱ特定期間（前年度の開

始から６カ月）における課税売上高」を入力してください。 

 

 

・②を選択した場合・・・「設立・開業日」を入力してください。法人の場合は以下赤枠について「〇」

を選択し、右枠へ設立時の「資本金 or 出資金」を記入してください。 

 

 

・④を選択した場合・・・「特定収入割合」を入力してください。 

 

 

 

●【仕入控除税額（返還額）がある場合】 ⑦ア~⑦ウ 
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・課税資産の譲渡等の対価の額（a）・・・確定申告書付表２「消費税等の確定申告書における課税売上割

合・控除対象仕入税額等の計算表」の④の額を入力してくださ

い。 

・資産の譲渡等の対価の額（b）・・・・・確定申告書付表２「消費税等の確定申告書における課税売上割

合・控除対象仕入税額等の計算表」の⑦の額を入力してくださ

い。 

・課税売上割合 ａ／ｂ＝・・・・・・・・自動で計算されますが、税額控除の計算で端数処理している場

合には、端数処理した金額を直接入力してください。 

 

○参考 付表２「消費税等の確定申告書における課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表」 
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・赤枠内・・・⑦アに該当する場合、プルダウンで「○」を選択してください。（選択にあたっては P25

「◎確定申告書の要確認箇所」もご参照ください。） 

■補助金対象経費の内訳 

 ・対象経費の内訳・・・・・・・・・・・・経費名を入力してください。 

 ・課税仕入額、非課税・不課税仕入額・・・各項目へ金額を入力してください。 

■⑦ア選択時に以下確認してご回答ください 

 ・「以下正しければ□に✔を選択をお願いします」・・・記載内容が正しければ✔を選択してください。 

 ・「内訳合計（ｆ）が補助金の「交付確定額（合計）」と相違ある場合は理由をご記入ください」 

  ・・・「■補助金対象経費の内訳」の f が、「基本情報」で入力した「交付確定額（合計）」と相違あ

る場合に理由を入力してください。 

 

・赤枠内・・・⑦イに該当する場合、プルダウンで「○」を選択してください。（選択にあたっては P25

「◎確定申告書の要確認箇所」もご参照ください。） 

■補助金対象経費の内訳 

 ・対象経費の内訳・・・・・・・・・・・・経費名を入力してください。 

 ・課税仕入額、非課税・不課税仕入額・・・各項目へ金額を入力してください。 

■⑦イ選択時に以下確認してご回答ください 
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 ・「以下正しければ□に✔を選択をお願いします」・・・記載内容が正しければ✔を選択してください。 

 ・「内訳合計（ｆ）が補助金の「交付確定額（合計）」と相違ある場合は理由をご記入ください」 

  ・・・「■補助金対象経費の内訳」の f が、「基本情報」で入力した「交付確定額（合計）」と相違あ

る場合に理由を入力してください。 

 

・赤枠・・・⑦ウに該当する場合、プルダウンで「○」を選択してください。（選択にあたっては P25「◎

確定申告書の要確認箇所」もご参照ください。） 

■補助金対象経費の内訳 

 ・対象経費の内訳・・・・・・・・・・・・経費名を入力してください。 

 ・課税仕入額、非課税・不課税仕入額・・・各項目へ金額を入力してください。 

■⑦ウ選択時に以下確認してご回答ください 

 ・「以下正しければ□に✔を選択をお願いします」・・・記載内容が正しければ✔を選択してください。 

 ・「内訳合計（ｆ）が補助金の「交付確定額（合計）」と相違ある場合は理由をご記入ください」 

・・・「■補助金対象経費の内訳」の f が、「基本情報」で入力した「交付確定額（合計）」と相違あ

る場合に理由を入力してください。 

 

③２提出前チェックシートの使用方法  

●「１計算シート」①～⑦の選択有無の確認 

選択の有無に応じ上部青文字で表示される文言をご確認ください。 

・未選択の場合 
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⇒「１計算シート」に戻り①～⑦を選択してください。 

・選択済みの場合 

 

⇒「２提出前チェックシート」のチェックにお進みください。 

 

●記入漏れの確認

 

各項目をご確認いただき、ボックス（上記赤枠内）にチェックを入れてください。 

チェック後に右側に「未記入有り」（上記青枠）と表示された場合は、計算シートに必要事項の記入漏れが

ございますので、改めて「１計算シート」をご確認ください。 
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◎交付決定通知書の確認方法  

本補助金は、jGrants上で決定内容を交付決定兼額の確定通知書により通知しております。 

〇ご確認方法 

①jGrantsホームページ（https://www.jgrants-portal.go.jp/）上で「マイページ」を選択してください。 

 

②申請履歴から対象の「事業」を選択してください。 

 

  

「詳細な検索条件を開く」を選択いただき以下のとおり

入力いただくと該当の申請履歴をお探しいただきやすく

なります。 

・補助金名=【個別申請】こども DX推進に向けた医療機

関等におけるマイナンバーカード利活用推

進事業補助金 

・手続き名=「こども DX_ユーザーレビュー」または

「こども DX_仕入控除税額_申請フォーム」 

https://www.jgrants-portal.go.jp/


24 

③「作成済みの申請」内の「通知文書（文面）」の「文面表示」を選択すると交付決定通知書をご確認い

ただけます。 

 

 

 

○通知書の記載内容

 

  

交付決定時の番号 

補助金交付決定（確定額） 

交付決定日 

補助金交付申請時の申請番号（RFI から始まるもの）と一致するかご確認ください。 
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◎確定申告書の要確認箇所  

●確定申告（第３―（３）号様式） 【簡易課税用】 

 

「○簡」＝簡易課税方式 

⇒仕入控除税額に関する計算シート.xlsx

「１計算シート」③ 

補助金の交付決定を受け

た年度のものである 

「消費税及び地方消費税の確定申告書」

である 

確定 
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●確定申告（第３―（１）号様式） 【一般用】 

 

 

補助金の交付決定を受け

た年度のものである 

「消費税及び地方消費税の確定申告書」

である 

■仕入控除の計算方法 

（仕入控除税額に関する計算シート.xlsx

「１計算シート」が⑦ア・イ・ウの場合） 

 

・個別対応方式  ⇒⑦ウ 

・一括比例配分方式⇒⑦イ 

・全額控除    ⇒⑦ア 

インボイス制度における２割特例の適用を受

けている 

⇒仕入控除税額に関する計算シート.xlsx「１

計算シート」④ 

 

確定 


